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「電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の在り方」
に対する弊社の見解
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認定基準の追加関係
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令和6年答申の考え方に基づき、規律の対象となる電気通
信番号種別を、固定電話番号、特定IP電話番号及び音
声伝送携帯電話番号を対象とする事務局案に対する異論
はございません。

１．規律の対象となる電気通信番号の種別

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

本件に対する意見はございません。
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申請者の役務継続性を確認するための書類提出を求めるこ
とについて、事務局案に異論はございません。

２．申請者の役務継続性を審査するための申請書類

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

⚫ 資金計画等について、例えば上場企業は、決算報告書や有価
証券報告書等、公開済み情報をもって確認するための申請書類
とみなしていただけるよう、ご配慮いただけますと幸いです。

⚫ 申請書類として認められる書類の例を明確化いただくことを希望い
たします。
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本件について、事務局案に異論はございません。

３．提供する電気通信役務が詐欺罪等に利用される恐れが高い者の要件

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

本件に対する意見はございません。
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卸元事業者への義務付け関係
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6４．役務の継続性があると認められる基準

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

⚫ その他要件において、「一定の事業実績」「一定の従事経
験」という条件が示されておりますが、事業者間での判断
基準を統一するため、定量的な基準を定めていただくことを
希望いたします。

⚫ 令和６年の答申のとおり、役務継続可能性の基準として
示されている「６ヶ月」を総務省令で定める事業継続期
間とする事務局案に対する異論はございません。

⚫ その他の要件についても、事務局より提示された案を役
務継続性の基準とすることに異論はございません。



© KDDI CORPORATION

7５．役務の継続性の確認義務の適用外となる提供番号数

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

本件に対する意見はございません。

悪質事業者の利用停止番号数の傾向を踏まえ、確認義務
の適用除外とする番号数を50番号以下とする事務局案に対
する異論はございません。
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8６．卸電気通信役務を提供する際の確認義務の履行方法

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

⚫ ①卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定の有無に対す
る確認方法について、事務局案に異論はございません。

⚫ ②卸先事業者の役務継続性の有無の確認方法については、事
務局案に異論はございません。また、事務局案に加え、下記の
方法での確認により、役務継続性を確認できると考えます。

⚫ ②卸先事業者の役務継続性の有無においてdの従事経験につ
いては、当該事業者が発行した職歴を証明する書類や、離職票
の写し等の提示等も有用と考えます。

⚫ いずれの確認方法についても、確認方法として認められる書類等
については、明確化いただくことを希望します。
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その他
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10７．その他

事務局案に対する弊社の見解

弊社の意見

本件に対する意見はございません。

本件について、事務局案に異論はございません。




